
令和８年度和光市小・中学校主体的な学び手育成教員募集要項 

 
                                和光市教育委員会 

１ 目  的 

  この要項は、和光市立小・中学校の主体的な学び手育成教員採用志願に関する手続き 

 及び志願者に対する選考等について定める。 

 

２ 志願資格 

 （１）主体的な学び手育成教員の採用を志願する者（以下「志願者」という。）は、次

の事項に該当する者とする。 

   教育職員免許法に規定する教育職員免許状のうち、小学校においては小学校教諭   

免許状取得者又は関係教科の中学校教諭免許状取得者、中学校においては中学校教   

諭免許状取得者とする。または、本年度の末日までに教員免許状取得見込確実な者。 

 （２）性別、国籍等は問わない。 

 （３）地方公務員法第１６条及び学校教育法第９条に該当する者は、前項の規定に係ら

ず主体的な学び手育成教員の選考に志願することはできない。 

 

３ 志願手続 

  志願者は、次の（１）～（４）に所要事項を記入し、和光市教育委員会に提出する。

（郵送可） 

 （１）履歴書（市販の履歴書等写真貼付） 

 （２）応募の動機（レポートＡ４判１枚程度、氏名を明記する） 

 （３）教員免許状・教員免許状授与証明書の写し、または在学する学校の学長もしくは、 

   学部長等が発行する教員免許状の見込みを証明する書類。 

 （４）返信用封筒（長形３号12cm×23.5cmの大きさの封筒に、住所、氏名を記入し、 

１１０円切手を貼ったもの） 

   ＊郵送の場合は、封筒に上記を同封し、期日必着とする。 

 

４ 履歴書等提出期間 

  令和７年１０月２４日（金）～１１月２１日（金）（郵送の場合は必着） 

 

５ 選考方法 

  選考は、書類審査、面接等を勘案して行う。 

 

６ 選考の期日・会場等 

  選考の期日は、応募状況を勘案して、調整後、応募者宛に通知する。 

                        （１２月～１月中に実施予定） 

  会場：和光市役所  

 

 

 



７ 採  用 

  選考の成績が良好である者は、和光市立小・中学校主体的な学び手育成教員として採 

 用し、文書をもって通知する。 

※ 採用が決定後、採用される方は健康診断が必要です（健康診断の費用は実費自己負

担、また６ヶ月以内に受診した健康診断結果でも可）。 

 

８ 待遇及び勤務条件 

 （１）身分 会計年度任用職員 

（２）給与【参考：令和７年度】 

報酬（月額）２８５，７００円～３２５，５００円（地域手当を含む） 

７時間３０分勤務 

※短大卒 ２８５，７００円～ 大卒 ２９３，０００円～ 

報酬（地域手当を含む）の他、交通費を支給する。任用時間及び期間が一定

以上の方は、賞与に相当する期末勤勉手当を支給する。 

 （３）期間 令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）まで 

        週５日及び１日７時間３０分以内 

 （４）その他 社会保険等、有給休暇等 

 ※ 令和８年度予算の成立状況等によっては、勤務条件が変更されたり、採用されない

場合があります。 

 

９ 令和８年度採用予定者 

  和光市立小学校９校に９名、中学校３校に３名、計１２名（予定） 

※ 各学校の児童生徒の学力の実態、又は児童生徒の学習指導若しくは生徒指導の

現状、および主体的な学び手育成教員の配置の効果等を総合的に検討し、該当

教科等の教員免許取得者を配置する。 

 

10 業務内容 

  和光市主体的な学び手育成教員は、配置された学校の学校長の指揮監督のもと、日常 

 の教育活動において次の業務を行う。 

 （１）児童生徒の学力向上のための授業及び不登校児童生徒対応等 

 （２）放課後・長期休業日等に実施する補習授業 

 （３）和光市教育委員会及び学校長が必要と認める活動 

   ※各学校の実情に応じて、業務の内容は違います。 

 

11 問い合わせ先 

 和光市教育委員会  学校教育課 担当 ：山中 

 〒３５１－０１９２   和光市広沢１－５ 

 TEL ０４８－４６４－１１１１ 内線２４２１   


